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税務情報 

経済産業省 － 特別試験研究費税額控除制度ガイドライン〔令和 5
年度〕の公表 

経済産業省は、2月 22日、特別試験研究費税額控除制度（オープンイノベーシ
ョン型）に関する情報を集約している「特別試験研究費税額控除制度について」
というページにおいて、以下のガイドラインを公表しました。 

 特別試験研究費税額控除制度ガイドライン〔令和 5年度〕（PDF 1,005KB） 

2023年度税制改正では、特別試験研究費税額控除制度について、以下の改正が
行われました。 

（1）研究開発型スタートアップの範囲の拡大 

幅広いスタートアップ企業との共同研究・委託研究を促すため、研究開発型ス
タートアップ企業の対象が大幅に拡大された。 

（2）高度研究人材の活用に関する試験研究の追加 

高度研究人材（博士号取得者や外部で一定の研究者としてのキャリアを積んだ
人材、以下「新規高度研究業務従事者」）を雇用した場合に、その人件費を支出
して行う試験研究のうち一定の要件を満たすものに係る試験研究費が特別試験
研究費の範囲に追加された。 

今回公表されたガイドラインは、令和 3 年度版の特別試験研究費税額控除制度
ガイドラインに、上記の改正内容等が反映されたもので、たとえば以下のよう
な内容が示されています。 

 （1）の改正について、対象となる研究開発型スタートアップである特定新
事業開拓事業者の定義（P.10～12）及び税額控除を受けるために確定申告書
等に添付する必要のある経済産業大臣から交付を受ける証明書に係る証明
申請書の様式例（P.151～154） 

 （2）の改正について、新規高度研究業務従事者の定義（P.16～17）及び税額
控除を受けるために確定申告書に添付する必要のある一定の事項を記載し
た書類の様式例（P.150） 
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上記（1）の改正について、経済産業省は 2023年 3月 31日、「令和 5年 4月 1

日以降の特別試験研究費税額控除制度におけるスタートアップとの共同研究等
に係る手続きについて」というページを公表しています（*1）。 

また、経済産業省は 2023 年 12 月 22 日、2023年度税制改正を反映した、「研
究開発税制の概要と令和 5年度税制改正について」（PDF 2,452KB）という研究
開発税制の詳細を解説する資料を公表しています（*2）。 

（*1） 本公表は、e-Tax News No.278「経済産業省からの公表情報」（2023年 4

月 5日発行）にてお知らせしています。 

（*2） 本公表は、e-Tax News No.296「経済産業省 － 『研究開発税制の概要
と令和 5年度税制改正について』の公表」（2023年 12月 26日発行）に
てお知らせしています。 
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